
 

 

 

 

 

工事完了後、4 日以内に所定の検査申請書により申請手続きをしていただきます。検査申請を受けてから 7

日以内（中間検査は 4 日以内）に現場検査を行う必要があります。 

検査日程については、原則週 2 回(火・金曜日)を検査予定日として設定してあり、検査予定日の前日の午

前中までに申請してください。 

 

◇確認･検査手続のフロー       〈提 出 書 類 等〉 〈備  考〉 

確認申請  確認申請書  

確認済証の交付   

 

中間検査申請  中間検査申請書 

 委任状（建築確認、中間検査、完了検査それぞれに必要です。） 

 軽微な変更が生じた場合にあっては当該変更内容を記載した書類 

 検査の特例（法第７条の５）を受ける場合に必要な写真※１ 

 平塚市建築基準法施行細則第 20 条の規定に基づく図書※２ 

（特例により図書を省略している場合） 

 平塚市建築基準法施行細則第 21 条の規定に基づく図書※３ 

 工事監理における確認状況の報告(中間検査チェックリスト) 

中間検査の工程

の工事完了後４

日以内 

中間検査 申請後４日以内 

中間検査合格証

の交付 

 

特定工程後の 

工程の工事施工 

 

中間検査に合格す

る前に特定工程後

の工程の工事に着

手できません 

  

完了検査申請  完了検査申請書 

 委任状（建築確認、中間検査、完了検査それぞれに必要です。） 

 軽微な変更が生じた場合にあっては当該変更内容を記載した書類 

 検査の特例（法第７条の５）を受ける場合に必要な写真※１ 

（中間検査時に提出済みの場合は不要です） 

 平塚市建築基準法施行細則第 21 条の規定に基づく図書※３ 

工事完了後４日

以内 

完了検査 申請後７日以内 

検査済証の交付   

※１ 検査の特例（法第７条の５）を受ける場合に必要な写真 

‣ 基礎配筋の写真（全景、配筋状況がわかるもの） 

‣ 軸組、耐力壁の仕口その他の接合部写真（全景、施工状況がわかるもの） 

‣ 屋根の小屋組の工事終了時の写真 

（屋内側からの小屋組の全景、梁、桁、母屋、垂木の接合金物が確認できるもの） 

※２ 平塚市建築基準法施行細則第 20 条の規定に基づく図書 

‣ 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書 

‣ 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びこれらの部材の相互の接合の仕方を明示した図書 

※３ 平塚市建築基準法施行細則第 21 条の規定に基づく図書（原則、法第６条１項３号のみ） 

‣ コンクリート、鉄材その他の材料の品質、強度等に係る試験、検査その他の施工状況の報告 

 

 

               

工  事  着  手 

工  事  完  了 

 
 

平平塚塚市市のの中中間間・・完完了了検検査査ににつついいてて  

＊瑕疵担保保険の現場検査又は品確法の建設住宅性能評価を 

受ける建築物他、中間検査対象外の場合はその旨申請書等に記載。 

 

              問合せ先：平塚市まちづくり政策部建築指導課 

TEL ０４６３－２１－９７３２(直通)  FAX ０４６３－２１－９７６９ 


